
議案第３０号

   狭山市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例

狭山市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例（平成７年条例第１６号）の一

部を次のように改正する。

第２条第３項中「前２項」を「前各項」に改め、同項を同条第５項とし、同条第２

項中「地方公務員法」の次に「第２８条の４第１項、第２８条の５第１項又は第２８

条の６第１項若しくは第２項の規定により採用された職員で同法」を加え、「占める

職員」を「占めるもの」に、「前項」を「第１項」に、「１５時間」を「１５時間

３０分」に、「３２時間」を「３１時間」に改め、同項を同条第３項とし、同項の次

に次の１項を加える。

４ 地方公務員の育児休業等に関する法律第１８条第１項の規定により採用された職

員（以下「任期付短時間勤務職員」という。）の勤務時間は、第１項の規定にかか

わらず、休憩時間を除き、４週間を超えない期間につき１週間当たり３１時間を超

えない範囲において、任命権者が定める。

第２条第１項の次に次の１項を加える。

２ 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号）第１０条第３

項の規定により同条第１項に規定する育児短時間勤務（以下「育児短時間勤務」と

いう。）の承認を受けた職員（同法第１７条の規定による短時間勤務をすることと

なった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。）の１週間当たりの勤

務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容（同条の規定による短時間勤務

をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤

務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。）に従い、任命権者が定める。

第３条第１項ただし書中「再任用短時間勤務職員」を「育児短時間勤務職員等につ

いては、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日

から金曜日までの５日間において週休日を設けるものとし、再任用短時間勤務職員及

び任期付短時間勤務職員」に、「これらの日に加えて、」を「日曜日及び土曜日に加

えて」に改め、同条第２項ただし書中「再任用短時間勤務職員」を「育児短時間勤務

職員等については、１週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い

１日につき規則で定める時間を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、再任

用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員」に改める。

第４条第２項本文中「（再任用短時間勤務職員にあっては、８日以上）の週休日」



を「の週休日（育児短時間勤務職員等にあっては８日以上で当該育児短時間勤務等の

内容に従った週休日、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては８

日以上の週休日）」に改め、同項ただし書中「必要」の次に「（育児短時間勤務職員

等にあっては、当該育児短時間勤務等の内容）」を加え、「再任用短時間勤務職員」

を「育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員（以下

これらを「短時間勤務職員」という。）」に改め、「で週休日」の次に「（育児短時

間勤務職員等にあっては、４週間を超えない期間につき１週間当たり１日以上の割合

で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日）」を加える。

第８条第１項に次のただし書を加える。

  ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務の運営に

著しい支障が生ずると認められる場合として規則で定める場合に限り、当該断続的

な勤務をすることを命ずることができる。

第８条第２項に次のただし書を加える。

  ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務の運営に

著しい支障が生ずると認められる場合として規則で定める場合に限り、正規の勤務

時間以外の時間において同項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることがで

きる。

第８条の２第１項中「の子」の次に「（民法（明治２９年法律第８９号）第８１７

条の２第１項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁

組の成立について家庭裁判所に請求した者（当該請求に係る家事審判事件が裁判所に

係属している場合に限る。）であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法

（昭和２２年法律第１６４号）第２７条第１項第３号の規定により同法第６条の４第

２号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる

者として規則で定める者を含む。以下この条及び第１４条第２項において同じ。）」

を加え、同条第３項を削り、同条第２項中「（職員の配偶者で当該子の親であるもの

が、常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する

場合における当該職員を除く。以下この項において同じ。）」を削り、「規則で定め

る日から起算して１年を経過する日までの間において」を「１月について２４時間、

１年について」に改め、「（災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤

務を除く。）」を削り、同項を同条第３項とし、同条第１項の次に次の１項を加える。

２ 任命権者は、３歳に満たない子のある職員が、規則で定めるところにより、当該

子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するため



の措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、前条第２項に規定する勤務

（災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。次項において

同じ。）をさせてはならない。

第８条の２に次の２項を加える。

４ 前３項の規定は、第１５条第１項に規定する要介護者を介護する職員について準

用する。この場合において、第１項中「中学校就学の始期に達するまでの子（民法

（明治２９年法律第８９号）第８１７条の２第１項の規定により職員が当該職員と

の間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者

（当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。）であって、

当該職員が現に監護するもの、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２７条

第１項第３号の規定により同法第６条の４第２号に規定する養子縁組里親である職

員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。以

下この条及び第１４条第２項において同じ。）のある職員（職員の配偶者で当該子

の親であるものが、深夜（午後１０時から翌日の午前５時までの間をいう。以下こ

の項において同じ。）において常態として当該子を養育することができるものとし

て規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。）が、規則で定めると

ころにより、当該子を養育」とあり、第２項中「３歳に満たない子のある職員が、

規則で定めるところにより、当該子を養育」とあり、及び前項中「中学校就学の始

期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育」と

あるのは「第１５条第１項に規定する要介護者のある職員が、規則で定めるところ

により、当該要介護者を介護」と、第１項中「深夜における」とあるのは「深夜

（午後１０時から翌日の午前５時までの間をいう。）における」と、第２項中「当

該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」

とあるのは「公務の運営に支障がある」と読み替えるものとする。

５ 前各項に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続その他の勤務の制限に関

し必要な事項は、規則で定める。

第１１条中「介護休暇」の次に「、介護時間」を加える。

第１２条第１項第１号中「再任用短時間勤務職員」を「短時間勤務職員」に改める。

第１４条第２項第６号中「親」の次に「（当該子について民法第８１７条の２第１

項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者（当該請求に係

る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。）であって、当該子を現に監護

するもの、児童福祉法第２７条第１項第３号の規定により当該子を委託されている同



法第６条の４第２号に規定する養子縁組里親である者その他これらに準ずる者として

規則で定める者を含む。）」を加え、「におけるこの号」を「における同号」に改め、

同項第１３号中「再任用短時間勤務職員にあっては、１６時間」を「短時間勤務職員

にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、任命権者が別に定める日数」に改め、同

項第１４号中「再任用短時間勤務職員」を「短時間勤務職員」に、「勤務時間」を

「勤務時間等」に、「市長が定める時間」を「任命権者が別に定める日数」に改め、

同項第１７号中「の骨髄液」の次に「若しくは末 梢
しょう

血幹細胞移植のための末梢血幹

細胞」を、「に骨髄液」の次に「若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞」を

加え、同項第１９号中「含む。」の次に「以下この号において同じ。」を加え、「又

は」を「若しくは」に改め、「世話」の次に「又は疾病の予防を図るために必要なも

のとして規則で定めるその子の世話」を、「５日」の次に「（その養育する中学校就

学の始期に達するまでの子が２人以上の場合にあっては、１０日）（短時間勤務職員

にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、任命権者が別に定める日数）」を加え、

同項に次の２号を加える。

（２０）夏季において心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実を図る場合 一

の年の７月から９月までの期間内において７日（短時間勤務職員にあっては、そ

の者の勤務時間等を考慮し、任命権者が別に定める日数）

（２１）次条第１項に規定する要介護者の介護その他規則で定める世話を行う職員が、

当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年にお

いて５日（同項に規定する要介護者が２人以上の場合にあっては、１０日）（短

時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、任命権者が別に定める

日数）の範囲内で必要と認める期間

第１４条第３項を削る。

第１５条第１項中「が配偶者」を「が要介護者（配偶者」に、「の介護をするた

め、」を「をいう。以下同じ。）の介護をするため、任命権者が規則で定めるところ

により、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する

状態ごとに、３回を超えず、かつ、通算して６月を超えない範囲内で指定する期間

（以下「指定期間」という。）内において」に改め、同条第２項を次のように改める。

２ 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。

第１５条第３項中「同条例」を「給与条例」に、「勤務時間」を「勤務」に改め、

同条の次に次の１条を加える。

（介護時間）



第１５条の２ 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当

該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する３年の期間（当該要介護者

に係る指定期間と重複する期間を除く。）内において１日の勤務時間の一部につき

勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

２ 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において１日につき２時間を超えない

範囲内で必要と認められる時間とする。

３ 前条第３項の規定は、介護時間について準用する。

第１６条第４項中「前条第３項」を「第１５条第３項」に改める。

第１７条（見出しを含む。）中「介護休暇」の次に「、介護時間」を加える。

   附 則

１ この条例は、公布の日から施行する。

２ 狭山市一般職の職員の給与に関する条例（昭和２９年条例第２１号）の一部を次

のように改正する。

  第４条の２中「第２条第２項」を「第２条第３項」に改める。

３ 狭山市職員の特殊勤務手当に関する条例（昭和３５年条例第１３号）の一部を次

のように改正する。

  第１４条中「第２条第２項」を「第２条第３項」に改める。

  平成２９年６月８日提出

         狭山市長 小谷野  剛

提案理由

地方公務員の育児休業等に関する法律等の改正に伴い、育児休業等の対象となる子

の範囲を見直し、及び介護休暇に係る規定を改めるとともに、所要の改正をし、併せ

て条文の整備をしたいので、この案を提出するものである。


